資料１－５

各種障がい者・障がい児福祉サービスの内容について

　アンケートにご回答いただくにあたり、各種サービスの内容は次のとおりです。

【指定障がい者福祉サービス】
1． 訪問系サービス
	居宅介護
	入浴、排せつ、食事の介護など、居宅での生活全般にわたる
援助サービス。

	重度訪問介護
	居宅における介護から外出時の移動支援までを行う総合的
サービス。肢体不自由者が対象。

	行動援護
	行動の際に生じうる危険回避のための援護や、外出時の移動支援。

	重度障害者包括支援
	常時介護が必要で意思疎通が難しい障がい者を対象として、サービス利用計画に基づき居宅介護その他の複数のサービスを包括的に提供する。

	同行援護
	視覚障がい者等の外出時に同行し、移動に必要な情報の提供他必要な援助を行うサービス。



2． 日中活動系サービス
	生活介護
	主に日中、障がい者支援施設などで行われる入浴、排せつまたは食事の介護や、創作的活動及び生産活動などのサービス。常に介護を必要とする者が対象。

	自立訓練
（生活機能、生活訓練）
	自立した日常生活や社会生活を営むために必要な身体機能や生活能力向上のための訓練。

	就労選択支援
	障がい者が、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を利用して本人の希望、就労能力や適正に合った選択を支援するためのサービス。

	就労移行支援
	就労時に必要な知識・能力の向上を図るための訓練。一定期間のプログラムにより、職場実習などの訓練が受けられる。

	就労継続支援
（A型・B型）
	通常の事業者に雇用されることが困難な者を対象とする継続的な就労支援。

	就労定着支援
	生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者及び医療機関等との連絡調整を行うとともに、それに伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題への相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。

	療養介護
	医療を受けながら介護の提供を受けることができるサービス。主に日中、病院などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援護。

	短期入所
（福祉型、医療型）
	短期の入所による介護サービス。介護者が病気の場合やレスパイトなどのために利用できる。



3． 居住系サービス
	自立生活援助
	居宅で生活する単身等の障がい者に対して、定期的な巡回訪問又は随時の対応により、居宅での自立した日常生活を営む上での問題等を把握し、必要な情報提供、助言及び相談並びに関係機関との連絡調整等、自立した生活を営むために必要な支援を行う。

	共同生活援助
	共同生活を営む住居における相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助。主に夜間提供される。

	施設入所支援
	施設入所者に対して提供される介護サービス。主に夜間提供される。



4． 計画相談支援サービス
	計画相談支援
	障害福祉サービス等の利用計画案を作成し、支給決定後はサービス事業者と連絡調整を行うとともに、サービス利用状況のモニタリングを行う。

	地域相談支援
→地域移行支援
	障がい者支援施設、精神科病院、保護施設等を退所する障がい者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者を対象として、地域移行支援計画、相談による不安解消、外出同行支援、居住確保、関係機関との調整を行う。

	地域相談支援
→地域定着支援
	居宅において単身で生活している障がい者等を対象として、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。



【地域生活支援事業】
	５．相談支援事業
「なんでも・そうだん・やまと」
	障がいのある方やその家族の様々な不安や悩みなどの相談を専門の相談職員が受け、地域で安心して豊かな生活を送ることができるよう支援する。

	６.意思疎通（コミュニケーション）支援事業
	手話通訳者、要約筆記通訳者を派遣する。

	７.日常生活用具給付事業
	在宅重度障がい者（児）及び難病患者等に対し、日常生活上の困難を解消するため、その障がいに応じてストーマ装具、特殊寝台等を給付する。

	８．移動支援事業
	障がい者の社会参加や余暇支援を援助するため、ガイドヘルパーが移動を支援する。

	９．地域活動支援センター
	精神障がいのある方を対象として、日中活動（プログラム活動やフリースペース等）の場を提供するとともに相談支援を行う。

	１０．日中一時支援事業
	障がい者の日中における活動の場の確保と障がい者を日常的にケアしている家族の一時的な休息等を図ることを目的に預かりを行う。

	１１．訪問入浴サービス
	家族介助による入浴が困難な重度身体障がい者及び難病患者等に対し入浴の機会を提供することにより、障がい者の保健衛生の向上と家族の精神的、身体的負担の軽減を図る。

	１２．成年後見制度利用支援事業
	成年後見首長申し立てや、後見人報酬の助成を行う。




【指定障がい児福祉サービス】
5． 日中活動系サービス
	児童発達支援
	障がいのある児童が通所し、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うサービス。療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児が対象。

	放課後等デイサービス
	学校通学中の障がいのある児童が通所し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行う。

	居宅訪問型児童発達支援
	重度の障がい等により、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な児童等の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ適応するための訓練及びその他必要な支援を行う。

	保育所等訪問支援
	保育所等に通う障がいのある児童について、通い先の施設等を訪問し、障がいのある児童及び保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行う。






6． 相談支援事業
	障がい児相談支援
	障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がい児の心身の状況や環境、障がい児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行う。利用が決定した際には、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行う。また、利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行う（モニタリング）。





